
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
三
件             

五
八
七 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
三
件                                               

五
九
〇 

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件                                                   

五
九
一 

○
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
か
ら
変
更
の
届
け
出
が
あ
っ
た
件                             

五
九
一 

○
指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
件                                               

五
九
二 

　公

　告 

○
徴
税
吏
員
証
票
を
無
効
と
す
る
件                                               

五
九
二 

○
争
議
行
為
を
行
う
旨
通
知
が
あ
っ
た
件                                           

五
九
二 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件                                                       

五
九
三 

　福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会 

○
漁
業
法
に
よ
り
指
示
す
る
件                                                   

五
九
三 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
八
百
二
十
二
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
四
倉
町
中
島
字
七
ム
ジ
レ
一 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

二
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
四
倉
町
玉
山
字
菖
蒲
平
二
六
の
一 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

か
ん

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

三
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
森
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
四
倉
町
八
茎
字
片
倉
一
三
八
の
四
、
一
三
八
の
一
〇
、
一
三
八
の
一
二
、
一
三
八
の

一
四
、
一
三
八
の
一
五
、
一
三
八
の
一
八
か
ら
一
三
八
の
二
一
ま
で
、
一
三
八
の
二
三
、
一
三
八

の
二
四
、
一
三
八
の
三
〇
、
一
三
九
の
七
、
字
上
手
七
二
、
七
五
の
七
、
字
籏
落
七
四
、
七
五
の

一
、
七
五
の
二
、
七
六
の
一
、
七
六
の
二
、
七
七
の
一
、
七
七
の
二
、
七
八
の
一
、
七
八
の
二
、

七
九
の
一
、
一
三
七
の
一
、
一
三
八
の
二
、
一
三
九
の
一
か
ら
一
三
九
の
三
ま
で
、
一
三
九
の
五
、

一
三
九
の
六
、
一
三
九
の
八
か
ら
一
三
九
の
四
六
ま
で 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

四
１

　指
定
施
業
要
件
変
更
に
係
る
森
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
四
倉
町
字
田
戸
前
二
八
八
の
一
七
、
三
一
三
、
三
一
七
の
三 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

五
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
森
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
四
倉
町
上
柳
生
字
中
山
一
九
九
、
二
〇
四
の
三 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
二
十
三
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

南
会
津
郡
南
会
津
町
永
田
字
下
沼
二
七
九
〇
の
二
、
字
品
木
沢
二
七
八
二
の
一
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
七
八
二
の
二 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

二
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

南
会
津
郡
南
会
津
町
福
米
沢
字
向
山
一
六
一
二
の
一
、
一
六
一
二
の
四
か
ら
一
六
一
二
の
一
一

ま
で
、
一
六
一
三
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
六
一
三
の
二
か
ら
一
六
一
三
の

五
ま
で 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

か
ん

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

三
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

南
会
津
郡
南
会
津
町
金
井
沢
字
帯
沢
入
一
三
五
四
の
二
、
一
三
五
四
の
三
、
一
三
五
四
の
一
三
、

一
三
五
四
の
一
四 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

四
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

南
会
津
郡
南
会
津
町
長
野
字
板
沢
山
三
二
一
二
の
一
五 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 
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⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

五
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

南
会
津
郡
南
会
津
町
高
野
字
大
形
平
山
二
八
一
八
の
四
九
か
ら
二
八
一
八
の
六
六
ま
で
、
二
八

一
九
の
八
か
ら
二
八
一
九
の
二
一
ま
で 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

六
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

南
会
津
郡
南
会
津
町
田
島
字
寺
山
甲
三
一
七
〇
の
一 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

七
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

南
会
津
郡
南
会
津
町
糸
沢
字
宮
ノ
後
三
四
二
三
か
ら
三
四
二
六
ま
で
、
三
四
二
七
の
一
、
三
四

二
七
の
二
、
三
四
二
八
の
一
、
三
四
二
八
の
二
、
三
四
二
九
、
三
四
三
〇
、
三
四
三
一
の
一
、
三

四
三
二
か
ら
三
四
三
七
ま
で
、
三
四
三
九
か
ら
三
四
七
八
ま
で 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
南
会
津
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
二
十
四
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

耶
麻
郡
北
塩
原
村
大
字
大
塩
字
松
手
六
七
四
五
の
四 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
北
塩
原
村
森
林
整
備
計
画
の
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

二
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
有
林
の
所
在
場
所 

耶
麻
郡
北
塩
原
村
大
字
大
塩
字
唐
沢
六
七
四
八
の
一
七 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
北
塩
原
村
森
林
整
備
計
画
の
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 
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三
１

　指
定
施
業
要
件
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

耶
麻
郡
北
塩
原
村
大
字
大
塩
字
焼
峰
紫
蕨
沢
七
五
二
九
の
四 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
北
塩
原
村
森
林
整
備
計
画
の
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

四
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

耶
麻
郡
北
塩
原
村
大
字
大
塩
字
高
曽
根
八
五
二
八
の
三 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
北
塩
原
村
森
林
整
備
計
画
の
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

五
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

耶
麻
郡
北
塩
原
村
大
字
大
塩
字
薮
山
八
五
三
一
の
二 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
北
塩
原
村
森
林
整
備
計
画
の
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

六
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

耶
麻
郡
北
塩
原
村
大
字
北
山
字
桂
沢
二
二
八
六
の
一
か
ら
二
二
八
六
の
三
ま
で
、
二
二
八
六
の

五
、
二
二
八
六
の
六
、
二
二
八
六
の
一
四
か
ら
二
二
八
六
の
二
三
ま
で
、
二
二
八
七
か
ら
二
三
〇

〇
ま
で
、
二
三
〇
〇
の
イ
、
二
三
〇
一
か
ら
二
三
〇
四
ま
で
、
二
三
〇
四
の
イ
、
二
三
〇
五
の
一
、

二
三
〇
五
の
ロ
、
二
三
〇
六
か
ら
二
三
〇
九
ま
で
、
二
三
一
〇
の
一
、
二
三
一
〇
の
二
、
二
三
一

六
の
一
、
二
三
一
六
の
イ
、
二
三
一
七
か
ら
二
三
一
九
ま
で
、
二
三
二
二
、
字
薬
師
二
三
二
九
の

一
、
二
三
二
九
の
二 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

字
桂
沢
二
三
〇
二
か
ら
二
三
〇
四
ま
で
、
二
三
〇
四
の
イ
、
二
三
〇
五
の
ロ
、
二
三
一
六

の
一
、
二
三
一
六
の
イ
、
二
三
一
七
、
二
三
一
八
、
字
薬
師
二
三
二
九
の
一
、
二
三
二
九
の

二 

⑵

　そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。 

⑶

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
北
塩
原
村
森
林
整
備
計
画
の
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑷

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

七
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

耶
麻
郡
北
塩
原
村
大
字
大
塩
字
平
□
八
六
五
六
、
八
六
五
七
、
字
太
田
五
九
五
九
の
三 

　２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

　３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
北
塩
原
村
森
林
整
備
計
画
の
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
北
塩
原
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。) 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
二
十
五
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
で
令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 
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福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 
路 
線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
高
陦

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
落

変
更
前

　

 

　
　
　六
・
六
～ 

　
　三
六
八
・
〇 

田
島
線

　
合
字
築
地
五
六
〇
番
七
地

　
　
　一
八
・
四

先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

同

　
　郡
同

　町
大
字
落

変
更
後

　

 

　
　一
一
・
二
～ 

　
　三
六
八
・
〇 

合
字
築
地
五
六
四
番
一
地

　
　
　二
五
・
三 

 

先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
二
十
六
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
長
塚

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
中
浜

変
更
前

　

 

Ａ

　一
六
・
一
～ 

　
　六
〇
八
・
三 

請
戸
浪
江

字
西
川
原
四
九
番
一
地
先

　
　
　三
九
・
〇

線

　
　
　

 

か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

同

　郡
同

　町
大
字
両
竹

変
更
後

　

 

Ａ

　一
三
・
六
～ 

　
　六
〇
八
・
三

字
庄
司
口
二
一
番
一
地
先 

　
　
　三
五
・
七

ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
二
十
七
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
広
野

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
中
浜

変
更
前

　

 

Ａ

　一
六
・
一
～ 

　
　六
〇
八
・
三 

小
高
線

　

 

字
西
川
原
四
九
番
一
地
先

　
　
　三
九
・
〇

か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

同

　郡
同

　町
大
字
両
竹

変
更
後

　

 

Ａ

　一
三
・
六
～ 

　
　六
〇
八
・
三

字
庄
司
口
二
一
番
一
地
先 

　
　
　三
五
・
七

ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
二
十
八
号 

　道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

路

　
　
　線

　
　
　名

供

用

開

始

の

区

間

供
用

開

始
の

期

日

県
道
長
塚
請
戸
浪
江
線

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
両
竹
字
庄
司
口
二

令
和
七
年
一
二
月
一
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
番
一
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 

同

　郡
同

　町
大
字
両
竹
字
庄
司
口
二

一
番
一
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
二
十
九
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
収
納
事
務
に
係
る
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
（
同
条
第
二
項
の
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
い
う
。 

以
下
同
じ
。
）
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社 

二

　変
更
事
項 

所
在
地 

（
変
更
前
）
東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目
十
番
十
号 

（
変
更
後
）
東
京
都
港
区
高
輪
二
丁
目
二
十
一
番
一
号

　Ｔ
Ｈ
Ｅ

　Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
Ｐ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ａ
Ｒ

　

１

　Ｎ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
Ｈ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
出
納
総
務
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
三
十
号 

　地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
福
島
県
窓
口
収
納
に
お
け
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
収
入
に
係
る
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と

お
り
指
定
し
た
。 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社
日
専
連
ラ
イ
フ
サ
ー
ビ
ス

　宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
中
央
一
丁
目
三
番
一
号 

二

　指
定
納
付
受
託
者
に
指
定
し
た
日 

令
和
七
年
十
月
十
四
日 

（
出
納
総
務
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
二
百
三
十
五
号 

次
の
徴
税
吏
員
証
票
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
十
一
月
十
七
日
紛
失
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
日
以
降
当
該
徴
税
吏
員
証
票
は
無
効
と
す
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

名

　
　
　
　
　
　
　称

発

　行

　年

　月

　日

番

　
　
　
　
　
　
　号

徴
税
吏
員
証
票

　
　
　
　
　
令
和
四
年
四
月
一
日

　
　
　
第
四
〇
七
三
号

　
　
　
　
　
　

（
税

　務

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
二
百
三
十
六
号 

　労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
全

日
本
港
湾
労
働
組
合
東
北
地
方
小
名
浜
支
部
海
陸
分
会
執
行
委
員
長
柳
井
義
幸
か
ら
組
合
員
の
解
雇
撤

回
要
求
に
関
し
て
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
、
令
和
七
年
十
二
月
十
日
付
け
で
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　日
時

　令
和
七
年
十
二
月
二
十
一
日
七
時
以
降 

二

　場
所

　小
名
浜
海
陸
運
送
株
式
会
社
（
福
島
県
い
わ
き
市
小
名
浜
字
高
山
三
一
二
︱
二
） 

三

　概
要

　全
職
場
に
お
い
て
、
日
曜
日
の
就
労
拒
否
、
コ
ン
テ
ナ
連
続
作
業
拒
否
、
年
末
年
始
就
労

　
　
　
　拒
否
を
実
施
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
雇
用
労
政
課
） 
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公 告 第 ２ ３ ７ 号  
　 Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と  
お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定  
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 財 務 規  
則 （ 昭 和 39 年 福 島 県 規 則 第 17 号 ） 第 274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ７ 年 12 月 19 日  
福 島 県 知 事 　 内 　 堀 　 雅 　 雄  

１ 　 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  
自 走 式 揚 艇 機 　 １ 台  

２ 　 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 　 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  

３ 　 落 札 者 を 決 定 し た 日  
令 和 ７ 年 10 月 31 日  

４ 　 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  
ゼ ニ ヤ 海 洋 サ ー ビ ス 株 式 会 社 　 大 阪 府 池 田 市 豊 島 南 二 丁 目 176 番 １ 号  

５ 　 落 札 金 額  
1 6 5 , 0 0 0 , 0 0 0 円  

６ 　 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
一 般 競 争 入 札  

７ 　 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  
令 和 ７ 年 ９ 月 19 日  

（ 入 札 用 度 課 ）  

 

　
　
　
　
　福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

　
　
　
　
　

 
 

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
七
号 

　漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
ひ
ら
め

の
保
護
増
殖
を
図
る
た
め
、
ひ
ら
め
の
採
捕
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　会
長

　今

　野

　智

　光 

一

　指
示
の
内
容 

　１

　福
島
県
海
面
に
お
い
て
、
全
長
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
ひ
ら
め
は
、
採
捕
し
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
試
験
研
究
機
関
等
が
試
験
研
究
の
た
め
採
捕
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

　２

　漁
業
を
営
む
者
又
は
水
産
動
植
物
の
販
売
若
し
く
は
加
工
を
業
と
す
る
者
は
、
１
の
規
定
に
違

反
し
て
採
捕
さ
れ
た
ひ
ら
め
又
は
そ
の
製
品
を
所
持
し
、
販
売
し
、
又
は
加
工
し
て
は
な
ら
な
い
。 

二

　指
示
の
有
効
期
間 

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 
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